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一
般
に
、
保
険
取
引
と

は
、
私
た
ち
が
日
常
生
活
で

遭
遇
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス

ク
を
、
契
約
と
い
う
形
で
保

険
会
社
に
対
価
と
し
て
の
保

険
料
を
支
払
う
代
わ
り
に
移

転
す
る
取
引
で
あ
る
が
、
そ

れ
を
法
的
に
規
整
す
る
の
が

保
険
法
（
保
険
契
約
法
）
で

あ
る
。
日
々
行
わ
れ
て
い
る

膨
大
な
数
の
保
険
取
引
を
対

象
と
す
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え

に
、
保
険
法
ほ
ど
実
務
と
密

接
不
可
分
の
学
問
は
な
い
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

特
に
近
年
、
保
険
取
引
の
目

覚
ま
し
い
発
展
に
伴
い
、
実

務
に
お
い
て
次
々
と
新
し
い

問
題
が
生
起
し
て
き
て
お

り
、
保
険
法
の
確
た
る
理
論

に
裏
付
け
ら
れ
た
合
理
的
で

妥
当
な
解
決
法
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。

　
保
険
毎
日
新
聞
社
か
ら
本

年
６
月
に
出
版
さ
れ
た
『
保

険
法
の
実
務
と
理
論
Ｑ
＆

Ａ
』
は
、
そ
の
よ
う
な
保
険

実
務
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

に
つ
い
て
、
第
一
線
の
保
険

法
学
者
お
よ
び
弁
護
士
、
保

険
実
務
家
ら
が
、
保
険
法
の

精
緻
な
理
論
を
駆
使
し
、
ま

た
最
新
の
裁
判
例
の
考
え
方

も
踏
ま
え
て
、
Ｑ
＆
Ａ
の
形

で
、
日
々
保
険
実
務
に
従
事

し
て
お
ら
れ
る
方
々
に
対

し
、
具
体
的
な
解
決
方
法
を

提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
書
は
全
部
で
４
章
か
ら

構
成
さ
れ
て
お
り
、
第
１
章

か
ら
第
３
章
は
、
保
険
法
が

定
め
て
い
る
各
類
型
の
保
険

契
約
（
損
害
保
険
契
約
、
生

命
保
険
契
約
お
よ
び
傷
害
疾

病
定
額
保
険
契
約
）
に
係
わ

る
実
務
上
の
問
題
を
扱
う
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
、
最
後

の
第
４
章
は
、
所
属
保
険
会

社
の
損
害
賠
償
責
任
や
契
約

締
結
時
の
説
明
義
務
を
中
心

と
し
た
保
険
業
法
上
の
問
題

を
解
説
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
第
１
章
「
損
害
保

険
契
約
」
で
は
、
21
個
の
設

問
（
Ｑ
１
～
Ｑ
21
）
が
設
け

ら
れ
、
損
害
保
険
契
約
の
締

結
時
お
よ
び
保
険
金
請
求
時

に
お
け
る
具
体
的
な
問
題
の

ほ
か
、
免
責
条
項
や
請
求
権

代
位
等
に
関
す
る
問
題
、
人

傷
や
他
車
運
転
特
約
な
ど
自

動
車
保
険
に
特
有
の
諸
問

題
、
損
害
保
険
の
担
保
的
利

用
に
関
す
る
問
題
、
近
年
そ

の
重
要
性
が
増
し
て
き
た
権

利
保
護
保
険
（
弁
護
士
費
用

特
約
）
に
関
す
る
問
題
が
取

り
上
げ
ら
れ
、
法
理
論
と
裁

判
例
を
踏
ま
え
た
解
説
が
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

例
え
ば
、
新
し
い
形
の
ア
フ

ロ
ス
契
約
（
パ
ソ
コ
ン
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
用
い
て
ネ

ッ
ト
経
由
で
締
結
さ
れ
た
ア

フ
ロ
ス
契
約
）
の
問
題
と
そ

の
対
応
に
つ
い
て
の
Ｑ
３
の

解
説
は
、
興
味
深
い
。
保
険

期
間
が
数
時
間
な
い
し
１
日

だ
け
の
損
保
商
品
を
ネ
ッ
ト

経
由
で
簡
単
に
購
入
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
Ｉ
Ｔ
社
会
で

あ
る
か
ら
こ
そ
生
じ
得
る
問

題
で
あ
り
、
法
理
論
に
基
づ

い
た
適
切
な
対
処
が
求
め
ら

れ
る
。
ま
た
、
重
複
保
険
に

関
す
る
近
時
の
動
き
と
し

て
、
加
害
自
動
車
の
賠
償
責

任
保
険
金
の
支
払
を
し
た
保

険
会
社
が
、
加
害
者
を
被
保

険
者
と
す
る
他
車
運
転
特
約

に
基
づ
い
て
他
の
保
険
会
社

に
対
し
重
複
保
険
の
求
償
請

求
を
行
う
ケ
ー
ス
が
現
れ
る

よ
う
に
な
り
、
保
険
法
20
条

の
規
定
が
自
動
車
保
険
の
よ

う
な
損
害
賠
償
責
任
保
険
に

も
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
新

た
な
理
論
的
な
問
題
が
突
き

つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
の
Ｑ
７
の
解
説
は

と
て
も
分
か
り
や
す
い
。
さ

ら
に
、
近
時
、
交
通
事
故
の

被
害
者
に
よ
る
後
遺
障
害
逸

失
利
益
の
定
期
金
賠
償
請
求

が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問

題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
、
最
高
裁
は
２
０
２
０

年
、
こ
れ
を
認
め
る
判
決
を

下
し
た
が
（
最
判
令
和
２
・

７
・
９
民
集
74
巻
４
号
１
２

０
４
㌻
）
、
そ
の
理
論
的
な

根
拠
の
妥
当
性
に
つ
い
て
な

お
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
し

て
も
、
保
険
会
社
に
お
い
て

は
定
期
金
賠
償
方
式
に
つ
い

て
の
具
体
的
な
対
応
策
が
求

め
ら
れ
る
の
は
不
可
避
で
あ

り
、
こ
れ
に
関
す
る
Ｑ
15
の

解
説
が
有
益
で
あ
る
。

　
次
に
、
第
２
章
「
生
命
保

険
契
約
」
で
は
、
24
個
の
設

問
（
Ｑ
１
～
Ｑ
24
）
が
設
け

ら
れ
、
生
命
保
険
契
約
の
締

結
時
に
関
わ
る
問
題
の
ほ

か
、
告
知
義
務
や
免
責
事

由
、
保
険
金
支
払
の
履
行

期
、
保
険
契
約
者
お
よ
び
保

険
金
受
取
人
の
変
更
、
保
険

金
請
求
権
と
固
有
権
性
、
保

険
の
財
産
的
価
値
、
契
約
当

事
者
以
外
の
者
に
よ
る
契
約

の
解
除
、
保
険
料
収
納
と
復

活
、
消
滅
時
効
、
重
大
事
由

に
よ
る
解
除
な
ど
に
関
す
る

問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
明
解
な
解

説
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
近

時
、
高
齢
者
が
締
結
し
た
生

命
保
険
契
約
を
め
ぐ
り
裁
判

上
争
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

金
融
庁
の
監
督
指
針
に
お
い

て
も
高
齢
者
に
対
す
る
保
険

募
集
に
つ
い
て
の
適
切
な
仕

組
み
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て

い
る
が
、
実
際
の
募
集
現
場

に
お
い
て
高
齢
者
の
意
思
能

力
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
確

認
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
ま

た
、
実
務
上
講
じ
る
べ
き
対

応
措
置
と
し
て
ど
の
よ
う
な

も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
が
問

題
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
点
に

『
保
険
法
の
実
務
と
理
論
Ｑ
＆
Ａ
』

保
険
法
の
実
務
と
理
論
研
究
会
　
編

［評者］　

潘
　
阿
憲
（
法
政
大
学
法
学
部
教
授
）

書書　　評評

つ
い
て
の
Ｑ
１
の
解
説
が
役

立
つ
。
ま
た
、
承
諾
前
死
亡

の
場
合
の
取
扱
い
（
Ｑ

２
）
、
告
知
義
務
違
反
の
要

件
の
存
否
に
つ
い
て
の
判
断

や
解
除
通
知
の
扱
い
（
Ｑ
４

～
Ｑ
８
）
、
う
つ
病
に
よ
る

自
殺
と
免
責
の
可
否
（
Ｑ

10
）
、
遺
言
の
方
法
も
含
め

た
受
取
人
変
更
の
手
続
き
と

注
意
点
（
Ｑ
14
、
15
）
な

ど
、
生
命
保
険
実
務
上
特
に

重
要
な
論
点
に
つ
い
て
、
保

険
法
の
理
論
と
裁
判
実
務
も

踏
ま
え
た
解
説
が
な
さ
れ
て

い
る
。

　
さ
ら
に
、
第
３
章
「
傷
害

疾
病
定
額
保
険
契
約
」
で

は
、
高
度
障
害
保
険
金
や
が

ん
保
険
金
、
傷
害
定
額
保
険

等
に
関
す
る
７
個
の
設
問

（
Ｑ
１
～
Ｑ
７
）
が
設
け
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
Ｑ
１

は
、
高
度
障
害
保
険
金
に
係

わ
る
責
任
開
始
前
発
病
不
担

保
条
項
に
つ
い
て
の
設
問
と

な
っ
て
お
り
、
当
該
不
担
保

条
項
の
仕
組
み
や
目
的
、
告

知
義
務
と
の
関
係
な
ど
の
ほ

か
、
不
担
保
条
項
の
問
題

点
、
告
知
の
あ
っ
た
疾
病
等

が
原
因
で
責
任
開
始
日
以
後

に
高
度
障
害
状
態
に
該
当
し

た
場
合
の
扱
い
方
な
ど
に
つ

い
て
、
丁
寧
な
解
説
が
な
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｑ
３
で

は
、
広
く
普
及
し
て
き
て
い

る
が
ん
保
険
に
関
す
る
問
題

が
取
り
上
げ
ら
れ
、
が
ん
の

確
定
診
断
の
意
義
や
待
ち
期

間
・
90
日
不
担
保
条
項
な
ど

に
つ
い
て
詳
し
い
解
説
が
な

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
Ｑ
４

で
は
、
生
保
型
の
傷
害
保
険

で
あ
る
災
害
関
係
特
約
等
に

関
す
る
問
題
が
取
り
上
げ
ら

れ
、
給
付
事
由
で
あ
る
「
不

慮
の
事
故
」
の
外
来
性
の
意

義
や
疾
病
と
の
関
係
、
除
外

事
由
と
し
て
の
「
軽
微
な
外

因
」
の
解
釈
な
ど
に
つ
い

て
、
最
高
裁
判
例
も
踏
ま
え

て
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
ほ
か
Ｑ
６
で
は
、

裁
判
で
争
わ
れ
る
こ
と
の
多

い
「
入
院
」
の
要
件
に
つ
い

て
、
入
院
の
意
義
や
入
院
の

必
要
性
に
つ
い
て
の
判
断
基

準
な
ど
、
保
険
金
支
払
実
務

に
と
っ
て
実
に
悩
ま
し
い
問

題
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く

解
説
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の

設
問
Ｑ
７
で
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
所
得
補
償
保
険
と
就

業
不
能
保
険
に
つ
い
て
の
解

説
も
、
保
険
給
付
の
要
件
で

あ
る
就
労
不
能
状
態
や
免
責

期
間
と
て
ん
補
期
間
と
の
関

係
な
ど
を
理
解
す
る
う
え
で

極
め
て
有
益
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
書

は
、
損
害
保
険
お
よ
び
生
命

保
険
の
実
務
に
お
い
て
生
じ

る
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
、

設
問
の
形
で
こ
れ
を
取
り
上

げ
た
う
え
で
、
保
険
法
の
研

究
成
果
と
最
新
の
裁
判
例
も

踏
ま
え
た
解
説
を
施
す
こ
と

に
よ
り
、
問
題
解
決
の
具
体

的
な
方
策
を
提
示
す
る
も
の

で
あ
り
、
ま
さ
に
、
保
険
に

お
け
る
理
論
と
実
務
を
架
橋

し
た
解
説
書
で
あ
る
。
保
険

会
社
の
社
員
や
保
険
募
集

人
、
保
険
代
理
店
な
ど
、
日

々
保
険
の
実
務
に
携
わ
っ
て

い
る
方
々
に
と
っ
て
、
大
い

に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
と
確

信
し
て
い
る
。

　（
Ａ
５
判
／
４
６
６
㌻
、

23
年
６
月
30
日
発
行
、
税
込

４
９
５
０
円
）

法
研
究
と
最
新
判
例
か
ら
問
題
解
決
の
具
体
策
提
示

　
あ
い
お
い
ニ
ッ

セ
イ
同
和
損
保
広

島
支
店
は
５
月
23

日
、
広
島
県
三
次

市
の
三
次
市
役
所

内
で
「
ペ
ッ
ト
同

行
避
難
セ
ミ
ナ

ー
」
を
開
催
し

た
。

　
行
動
指
針
の
一

つ
に
「
地
域
密
着
」
を
掲

げ
る
同
社
は
、
全
国
の
４

７
３
の
地
方
公
共
団
体

（
２
０
２
３
年
５
月
時

点
）
と
連
携
協
定
を
締
結

し
、
社
会
・
地
域
の
課
題

解
決
に
資
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
支
援
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供

し
て
い
る
。
同
社
広
島
支

店
と
三
次
市
は
昨
年
11
月

に
「
地
方
創
生
に
関
す
る

包
括
連
携
協
定
」
を
締
結

し
、
今
年
２
月
に
は
「
罹

災
証
明
書
の
申
請
サ
ポ
ー

ト
に
関
す
る
覚
書
」
を
締

結
す
る
な
ど
、
三
次
市
に

お
け
る
地
域
課
題
解
決
の

支
援
に
取
り
組
ん
で
い

る
。

　
三
次
市
で
は
、
自
然
災

害
発
生
時
の
課
題
で
あ
る

「
避
難
時
の
ペ
ッ
ト
の
取

り
扱
い
」
に
つ
い
て
、
ペ

ッ
ト
同
行
避

難
時
に
お
け

る
避
難
所
で

の
セ
パ
レ
ー

ト
ル
ー
ル
に

関
す
る
整
備

を
進
め
て
お

り
、
昨
年
12

月
に
三
次
市

か
ら
本
セ
ミ

ナ
ー
の
開
催

要
望
が
寄
せ

ら
れ
た
こ
と

か
ら
、
今
般
、
セ
ミ
ナ
ー

の
開
催
に
至
っ
た
。
セ
ミ

ナ
ー
は
、
同
社
広
島
支
店

と
三
次
市
の
包
括
連
携
協

定
締
結
後
、
初
め
て
の
共

同
取
り
組
み
だ
と
い
う
。

　
セ
ミ
ナ
ー
当
日
は
、
同

社
広
島
支
店
地
域
戦
略
室

担
当
次
長
の
小
林
浩
志

氏
、
三
次
市
危
機
管
理
監

危
機
管
理
課
係
長
の
荒
瀬

哲
久
氏
の
ほ
か
、
三
次
市

職
員
と
三
次
市
内
の
自
主

防
災
組
織
・
防
災
士
会
の

メ
ン
バ
ー
47
人
が
参
加
。

講
師
は
参
加
者
に
向
け
、

「
避
難
所
で
は
飼
い
主
に

ペ
ッ
ト
の
特
性
を
確
認
し

な
が
ら
、
ペ
ッ
ト
の
居
場

所
エ
リ
ア
を
決
め
る
」
な

ど
の
ポ
イ
ン
ト
の
説
明
を

行
っ
た
。

　
三
次
市
の
荒
瀬
係
長
は

今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
に
つ
い

て
、
「
西
日
本
豪
雨
の
際

は
ペ
ッ
ト
の
避
難
を
め
ぐ

り
混
乱
が
発
生
し
、
受
け

入
れ
側
の
市
と
避
難
す
る

住
民
の
双
方
が
大
変
苦
労

し
た
。
避
難
所
の
整
備
を

進
め
て
い
く
こ
と
も
大
事

な
こ
と
だ
が
、
ペ
ッ
ト
の

特
性
や
行
動
に
つ
い
て
も

知
識
を
深
め
、
市
民
と
協

力
し
た
取
り
組
み
が
必
要

で
あ
る
こ
と
を
今
回
の
セ

ミ
ナ
ー
で
学
ぶ
こ
と
が
で

き
た
」
と
コ
メ
ン
ト
。

　
あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同

和
損
保
広
島
支
店
の
小
林

担
当
次
長
は
「
今
回
の
セ

ミ
ナ
ー
の
内
容
は
、
避
難

を
受
け
入
れ
る
立
場
の
市

職
員
や
地
域
の
防
災
士
の

方
の
参
考
に
な
っ
た
と
思

う
。
地
域
密
着
を
行
動
指

針
に
掲
げ
る
当
社
は
、
今

後
も
地
域
社
会
に
貢
献
す

る
活
動
に
取
り
組
ん
で
い

く
」
と
述
べ
た
。

連
携
協
定
の
支
援
メ
ニ
ュ
ー
で
提
供

三
次
市
で
ペ
ッ
ト
同
行
避
難
セ
ミ
ナ
ー

セミナーの様子

あいおいニッセイ同和損保広島支店


